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おお
ららせせ
知知
今月

のおお
ららせせ
知知子

ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

福 

　祉

福 

　祉

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

勤
務
期
間　

７
月
23
日（
月
）

～
８
月
24
日（
金
）

勤
務
場
所

　
市
内
の
各
小・中
学
校

対
象18

歳
以
上（
高
校
生
を
除
く
）

で
泳
げ
る
方

定
員　
各
校
１
人

賃
金　
日
額（
６
時
間
勤
務
）

　
４
、６
８
０
円

申
込
方
法

希
望
す
る
各
小・
中
学
校
へ

直
接
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
６
月
29
日（
金
）

□申・□問　
市
内
各
小・中
学
校

□問　
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
７
）

勤
務
内
容　
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
を
利
用
す
る
児
童
の
保
育

や
指
導
、申
請
な
ど
の
事
務

処
理
業
務

勤
務
期
間　
採
用
日
～
平
成
31

年
３
月
31
日

勤
務
場
所　
市
内
の
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ

対
象　
保
育
業
務
経
験
ま
た
は

子
育
て
経
験
の
あ
る
方

定
員　
10
人
程
度

賃
金　
時
給
９
０
０
円
～
９
５
０
円

申
込
方
法　
履
歴
書
を
持
参
ま

た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
子
ど
も
保
育
課

　
（
内
線
２
５
２
６
）

勤
務
内
容

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用

す
る
児
童
の
保
育
や
指
導
、

申
請
等
の
事
務
処
理
補
助

勤
務
期
間　

７
月
23
日（
月
）

～
８
月
24
日（
金
）午
前
８
時

～
午
後
６
時（
休
憩
45
分
、実

働
７
時
間
45
分
）（
土
日・
祝

日
を
除
く
）

勤
務
場
所　
市
内
の
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ

対
象　
保
育
業
務
経
験
ま
た
は

子
育
て
経
験
の
あ
る
方

定
員　
10
人
程
度

賃
金　
時
給
７
８
０
円

申
込
方
法　
履
歴
書
を
持
参
ま

た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
６
月
29
日（
金
）

□申・□問　
子
ど
も
保
育
課

　
（
内
線
２
５
２
６
）

　
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
給

す
る
方
は
、毎
年
６
月
に
現
況
届

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
２
月
～
５
月
分
の
児
童
手
当

は
、６
月
８
日（
金
）に
振
り
込

み
ま
す
。

□申・□問　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
地
域
福
祉
の
増
進
に
つ
な
が

る
地
域
住
民
主
体
の「
小
地
域

サ
ロ
ン
活
動
」グ
ル
ー
プ
へ
の

助
成
を
行
い
ま
す
。

　
身
近
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
づ
く
り
と
、活
動
の
地
域
へ

の
定
着
を
応
援
し
ま
す
。

助
成
金　
年
間
３
万
円

　
（
助
成
期
間
は
最
長
３
年
）

条
件

 

・ 

グ
ル
ー
プ
登
録
者
が
10
人
以

上（
年
齢
要
件
無
し
）

 

・ 

原
則
月
１
回
以
上
活
動
し
、

年
間
12
回
以
上
活
動
す
る
こ

と
な
ど

□申・
□問　

石
巻
市
社
会
福
祉
協

議
会　
☎
９
６－

５
２
９
０

□問　
市
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
５
８
）

　

講
話「
魅
力
再
発
見
！
石
巻

の
ひ
み
つ
」、視
覚
障
害
者
向
け

の
福
祉
用
具
な
ど
の
紹
介・
操

作
体
験
、懇
談
会
な
ど

と
き　
６
月
３
日（
日
）

　
午
後
１
時
～
４
時

※
予
約
優
先

と
こ
ろ　
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

対
象　
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方

（
障
害
手
帳
の
有
無
は
問
い

ま
せ
ん
）、そ
の
家
族
、支
援

者
ら

□申・
□問　

宮
城
県
視
覚
障
害
者

情
報
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２－

２
３
４－

４
０
４
７

□問　
市
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

　
災
害
時
に
１
人
で
避
難
す
る

こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
方

（
避
難
行
動
要
支
援
者
）を
支
援

す
る
た
め
、名
簿
を
作
成
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
名
簿
は
年
１
回
更
新
さ

れ
、今
年
は
８
月
ご
ろ
を
め
ど
に

更
新
手
続
き
を
行
う
予
定
で
す
。

　
更
新
時
は
各
地
区
の
民
生
委

員
が
自
宅
に
訪
問
し
、体
の
具

合
や
生
活
に
変
化
が
な
い
か
な

ど
、お
話
を
伺
い
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、新
規
に
登
録
を
希
望
す

る
方
は
お
住
ま
い
の
地
区
の
民

生
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
５
９
）

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、災
害

救
護
、青
少
年
赤
十
字
、各
講
習

会
の
普
及
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。東
日
本

大
震
災
で
は
医
療
救
護
活
動
、

救
援
物
資
の
配
布
、こ
こ
ろ
の

ケ
ア
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。こ
れ
ら
の
活
動
資
金
は

賛
同
し
て
い
た
だ
く
個
人
や
法

人
の
皆
さ
ん
か
ら
の
善
意
の
協

力
金（
会
費
）で
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。協
力
金
は
窓
口
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

□申・
□問　

日
本
赤
十
字
社
宮
城

県
支
部
石
巻
市
地
区
事
務
局

（
福
祉
総
務
課
内
）

　
（
内
線
２
４
６
２
）

　
20
歳
前
の
障
害
が
理
由
で
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、毎
年
７
月
に
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
住
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な

い
と
、年
金
が
一
時
支
給
停
止

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、ま

だ
済
ん
で
い
な
い
方
は
、申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

□申・□問　
石
巻
年
金
事
務
所

　
☎
２
２－

５
１
１
５

　
市
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
５
３
）

　

新
た
に
犬
を
飼
っ
た
方
、ま

だ
登
録
し
て
い
な
い
方
は
、必

ず
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、集
合
注
射
で
接
種
で

き
な
か
っ
た
方
は
、個
別
に
動

物
病
院
で
必
ず
狂
犬
病
予
防
注

射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。病
気

治
療
中
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

獣
医
師
か
ら「
実
施
猶
予
証
明

書
」を
交
付
さ
れ
た
方
は
、届
け

出
て
く
だ
さ
い
。狂
犬
病
予
防

法
に
よ
り
犬
の
登
録
と
狂
犬
病

予
防
注
射
は
、義
務
付
け
ら
れ

て
お
り
、違
反
す
る
と
罰
則
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、市
へ
の
転
入
や
市
内

転
居
を
し
た
時
、犬
の
死
亡
や

他
の
方
か
ら
譲
り
受
け
た
時
な

ど
、登
録
内
容
に
変
更
の
あ
る

方
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

□問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
４
）

　
　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
浄
化
槽
は
、保
守
点
検
、清
掃

お
よ
び
年
１
回
の
法
定
検
査
を

行
う
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

 

・ 

保
守
点
検
と
は

　
機
器
な
ど
の
調
整
や
故
障

が
な
い
か
の
確
認
、消
毒
薬

の
補
充
、害
虫
の
駆
除
な
ど

で
す
。

 

・ 

清
掃
と
は

　
浄
化
槽
内
の
汚
泥
な
ど
の

吸
引
や
機
器
類
の
洗
浄
清
掃

な
ど
で
す
。

 

・ 

法
定
検
査
と
は

　
浄
化
槽
の
放
流
水
が
適
正

に
放
流
さ
れ
て
い
る
か
、保

守
点
検
や
清
掃
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る

も
の
で
す
。

設
置
を
検
討
し
て
い
る
方
へ

　
こ
れ
か
ら
浄
化
槽
を
設
置
す

る
方
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。設
置
工
事
を
す
る
前
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象申

請
者
が
使
用
す
る
一
般
住

宅（
下
水
道
事
業
認
可
区
域

な
ど
は
補
助
対
象
外
で
す
）

金
額

 

・ 

５
人
槽

　
３
３
２
、０
０
０
円

 

・ 

６
、７
人
槽

　
４
１
４
、０
０
０
円

 

・ 

８
～
10
人
槽

　
５
４
８
、０
０
０
円

□申・□問　
下
水
道
管
理
課

　
（
内
線
５
６
８
９
）

　
５
月
30
日（
水
）～
６
月
５
日

（
火
）は「
ご
み
減
量・リ
サ
イ
ク

ル
推
進
週
間
」で
す
。み
ん
な
で

循
環
型
社
会
を
つ
く
る
た
め

に
、３
Ｒ（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）を

実
践
し
ま
し
ょ
う
。

 

・ 

Ｒ
ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ（
リ
デ
ュ
ー

ス
）　
ご
み
を
減
ら
そ
う
。必

要
以
上
に
買
わ
な
い
、も
ら

わ
な
い
。

 

・ 

Ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｅ（
リ
ユ
ー
ス
）　

繰
り
返
し
使
お
う
。別
の
使

い
方
も
考
え
て
み
よ
う
。

 

・ 

Ｒ
ｅ
ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｅ（
リ
サ
イ

ク
ル
）　

再
び
資
源
と
し
て

利
用
し
よ
う
。

　
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ

と
で
、「
み
ん
な
で
つ
く
る　
ご

み
減
量
の
ま
ち　

い
し
の
ま

き
」を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
４
）

　
５
月
30
日（
水
）～
６
月
５
日

（
火
）は｢

全
国
ご
み
不
法
投
棄

監
視
ウ
ィ
ー
ク｣

で
す
。

　
空
き
地
や
一
般
家
庭
ご
み
の

集
積
所
へ
、建
築
廃
材
な
ど
の

産
業
廃
棄
物
や
粗
大
ご
み
が
捨

て
ら
れ
る
と
大
変
迷
惑
で
す
。

　

不
法
投
棄
禁
止
違
反
は
、５

年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
、

０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、ま

た
は
併
科
に
処
せ
ら
れ
る
犯
罪

行
為
で
す
。

　

も
し
、不
法
投
棄
が
行
わ
れ

て
い
る
現
場
を
目
撃
し
た
ら
、

す
ぐ
警
察
に
１
１
０
番
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。通
報
の
際
は
、場

所
、時
間
、車
の
ナ
ン
バ
ー
な
ど

を
控
え
て
お
く
と
、投
棄
者
が

特
定
し
や
す
く
な
り
ま
す
。不

法
投
棄
物
に
関
す
る
情
報
は
、

警
察
署
、交
番・
駐
在
所
、ま
た

は
廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
５
）

サービス名 概　　　　　要

老人日常生活用具給付等事業

援護が必要な高齢者向けに、電磁調理器などの日常生活用具を
給付します。
※用具購入前の申請が必要です。
※対象用具によって限度額、要件は異なります。
　（限度額を超えた金額は、自己負担）

外出支援サービス
公共交通機関を利用することが困難な高齢者向けに、通院など
のために利用する寝台車などのタクシー料金の一部を助成しま
す。

ひとりぐらし老人等緊急通報
システム事業

１人暮らしの高齢の方などに、緊急通報システム機器を設置し、
急病などの緊急事態に迅速な対応を行います。

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 寝具の衛生管理が困難な高齢の方に対し、寝具の洗濯、乾燥、消
毒のサービスを行います。

訪問理美容サービス事業 理美容店の利用が困難な高齢の方に対し、自宅を訪問し、理容、
美容のサービスを行います。

バリアフリー住宅普及促進事業
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修資金の助成を行い
ます。
※工事着工前の申請が必要です。

生きがいデイサービス事業 家に閉じこもりがちな高齢の方を対象に、公共施設などにおい
て「集いの場」と趣味製作などの「活動の場」を提供します。

□問 　市内地域包括支援センター、ご利用になっている居宅介護支援事業者、市福祉総務課（内線
2455）、各総合支所保健福祉課

「食」の自立支援事業
心身、環境の要件が、日常の食生活において支援が必要である高
齢者向けに、栄養バランスのとれた食事を届けるとともに、安否
確認を行います。

介護用品支給事業 在宅で高齢者を介護している家族の方に、紙おむつ、尿取りパッ
トなどの購入給付券を支給します。

□問 　市内地域包括支援センター、ご利用になっている居宅介護支援事業者、市介護保険課（内線
2445）、各総合支所保健福祉課

　在宅高齢者の方の日常生活を支援するため、介護保険サービスとは別に、次のような福祉サービス
を行っています。サービスにより利用者負担などの要件があります。

高齢者福祉サービスのお知らせ

夏
休
み
期
間
中
の
小 

・ 

中
学
校

プ
ー
ル
監
視
員
を
募
集
し
ま
す

児
童
手
当
の
現
況
届

提
出
を
忘
れ
ず
に
！

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

夏
休
み
補
助
員
募
集

支
え
あ
い
活
動
支
援
事
業
を

応
援
し
ま
す

避
難
行
動
要
支
援
者

名
簿
更
新
の
お
知
ら
せ

日
赤
活
動
資
金
へ

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者

住
民
税
の
申
告
を

飼
い
犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射
を

不
法
投
棄
の
監
視
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

視
覚
障
害
者
交
流
会

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

指
導
員
を
募
集

浄
化
槽
の
保
守
点
検
を

ご
み
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
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対象事業・区分 助　　成　　額

人材育成事業 対象経費の1/2以内（交付限度額50万円）

研究開発事業 対象経費の1/2以内（交付限度額250万円）

情報提供事業 対象経費の1/2以内（交付限度額50万円）

業務支援事業 対象経費の1/2以内（交付限度額50万円）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

住
民
票
や
戸
籍
の
請
求・
住

所
の
異
動
届
お
よ
び
戸
籍
届
を

受
け
付
け
る
時
に
、本
人
確
認

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
保
護
や
、な
り

す
ま
し
に
よ
る
虚
偽
の
請
求
、届

け
出
を
防
止
す
る
た
め
で
す
。

確
認
に
必
要
な
も
の

 

・ 

官
公
署
発
行
の
写
真
付
き

身
分
証
明
書（
運
転
免
許

証・
パ
ス
ポ
ー
ト・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

 

・ 

身
分
証
明
書
を
持
っ
て
い

な
い
場
合
は
氏
名
、住
所
、

生
年
月
日
の
確
認
で
き
る

複
数
の
書
類（
健
康
保
険

証・
介
護
保
険
証・
年
金
手

帳・年
金
証
書
な
ど
）

　

証
明
書
が
無
い
場
合
は
、聞

き
取
り
な
ど
に
よ
り
本
人
確

認
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

□問　
市
民
課

　
（
内
線
２
３
１
８
）

　

本
年
度
の
市・
県
民
税
の
納

税
通
知
書
を
６
月
11
日（
月
）に

納
税
義
務
者・
納
税
貯
蓄
組
合

長
に
郵
送
し
ま
す
。納
期
内
に

納
め
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、本
年
度
の
課
税（
非

課
税
）証
明
書
は
６
月
11
日

（
月
）か
ら
発
行
し
ま
す
。

□問　
市
民
税
課

課
税
に
つ
い
て

（
内
線
３
０
９
３
）

証
明
に
つ
い
て

（
内
線
３
１
０
１
）

対
象
団
体

　
市
を
拠
点
と
し
て
活
動
す
る

団
体
の
中
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
ほ
か
、市
長
が
適
当
と

認
め
る
団
体

対
象
事
業

 

・ 

婚
活
事
業（
結
婚
に
つ
な
げ

る
機
会
の
提
供
）

 
・ 
恋
活
事
業（
男
女
の
出
会
い

の
機
会
の
提
供
）

※
応
募
の
中
か
ら
、実
現
性
や

計
画
性
な
ど
に
つ
い
て
選
考

し
、決
定
し
ま
す
。

補
助
額　
対
象
経
費
か
ら
参
加

料
等
の
総
額
を
控
除
し
た
額

で
、１
団
体
の
上
限
額
は
婚

活
事
業
が
30
万
円
、恋
活
事

業
が
15
万
円

※
１
団
体
で
１
事
業
の
み

※
申
請
書
作
成
や
審
査
委
員
会

出
席
に
係
る
費
用
に
つ
い
て

は
、補
助
対
象
外

申
込
期
間　

６
月
１
日（
金
）

～
29
日（
金
）午
後
５
時
ま
で

持
参（
郵
送
不
可
）

募
集
要
領　
地
域
振
興
課
で
配

布
す
る
ほ
か
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

□申・□問　
地
域
振
興
課

　
（
内
線
４
２
４
６
）

　

通
常
、立
ち
入
り
が
制
限
さ

れ
て
い
る
３
階
と
１
階・
２
階

の
和
室
を
公
開
し
ま
す
。石
巻

で
初
め
て
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
提

供
し
た
と
い
わ
れ
る
３
階
食
堂

や
、エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
タ
イ
ル

な
ど
を
間
近
で
見
学
で
き
ま

す
。ま
た
、今
は
隠
れ
て
見
え
な

い
ひ
さ
し
の
タ
イ
ル
も
展
示
し

ま
す
。

と
き　
６
月
９
日（
土
）　

午
前
10
時
30
分・午
後
１
時・

午
後
３
時

と
こ
ろ　
市
指
定
文
化
財
旧
観

慶
丸
商
店

定
員　
各
10
人〔
先
着
〕

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限 

６
月
７
日（
木
）

□申・□問　
生
涯
学
習
課

（
内
線
５
０
７
１
）

Ｆ
Ａ
Ｘ　
２
２－

５
１
６
０

　
産
業
振
興
と
雇
用
拡
大
を
図

る
た
め
、創
造
的
事
業
を
行
う

事
業
者
に
対
し
て
助
成
金
を
交

付
し
ま
す
。

対
象

①
市
内
に
所
在
地
お
よ
び
事
業

所
を
有
す
る
法
人
事
業
者

②
市
内
に
住
所
お
よ
び
事
業
所

を
有
す
る
個
人
事
業
者

助
成
金
額

※
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、事
業
着
手
の
30
日

前
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
審
査
委
員
会
が
事
業
内
容
等

を
審
査
し
、交
付
決
定
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

□申・□問　
商
工
課

　
（
内
線
３
５
２
４
）

　
定
点
観
察
に
よ
る
震
災
前
と

震
災
後
の
街
の
様
子
、復
興
事

業
に
よ
る
町
並
み
の
移
り
変
わ

り
を
、写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
す

る
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　
６
月
６
日（
水
）～
15
日

（
金
）

※
12
日（
火
）は
休
館
日

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

と
こ
ろ　
市
指
定
文
化
財
旧
観

慶
丸
商
店

□申・□問　
生
涯
学
習
課

（
内
線
５
０
７
１
）

　
石
巻
地
域
に
お
い
て
消
防
署

の
職
員
を
名
乗
り
、住
所
や
家

族
構
成
な
ど
の
個
人
情
報
を
聞

き
出
す
不
審
電
話
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　
消
防
署
で
は
個
人
情
報
を
電

話
で
お
尋
ね
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。消
防
署
が
消
火
器
や

防
災
グ
ッ
ズ
の
販
売
や
配
布
を

行
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

□問　
石
巻
広
域
消
防
本
部
総
務
課

☎
９
５－

７
１
１
１

　
公
共
下
水
道
事
業
の
受
益
者

負
担
金（
分
担
金
）と
は
、下
水

道
施
設
建
設
事
業
費
の
一
部
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
新
た
に
賦
課
対
象
と
し
て
定

め
た
区
域
で
対
象
と
な
る
方

に
、「
受
益
者
申
告
書
」を
送
付

し
ま
す
の
で
、内
容
を
確
認
の

上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。本
年

度
の
新
た
な
賦
課
区
域
に
つ
い

て
は
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
併
せ
て
農
業
集
落
排
水
事
業

な
ど
の
受
益
者
分
担
金
に
も
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問　
下
水
道
管
理
課

（
内
線
５
６
９
６
）

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
農
業
者
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、毎
年
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
農
業
者
年
金
の
経
営
移
譲
年

金
や
特
例
付
加
年
金・
農
業
者

老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、５
月
末
に
農
業
者
年
金
基

金
か
ら
送
ら
れ
た
現
況
届
を
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先

農
業
委
員
会・農
林
課・各
総

合
支
所
地
域
振
興
課

提
出
期
間

　
６
月
１
日（
金
）～
29
日（
金
）

※
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場

合
、11
月
の
支
払
い
か
ら
現

況
届
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の

間
、年
金
の
支
払
い
が
差
し

止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、ご
注

意
く
だ
さ
い
。

□問　
農
業
委
員
会

　
☎
６
２－

４
８
２
６

　

新
規
就
農
者
な
ど
の
農
地
取

得・借
入
費
用
や
農
業
用
機
械
導

入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象　
市
内
の
耕
作
農
地
で
就

農
す
る
認
定
新
規
就
農
者
お

よ
び
経
営
開
始
後
５
年
以
内

の
認
定
農
業
者

□申・□問　
農
林
課

　
（
内
線
３
５
５
３
）

　
農
畜
産
物
の
新
た
な
販
路
開

拓
事
業
費
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

対
象　
市
内
に
事
業
所
を
有
す

る
農
業
生
産
者
が
組
織
す
る

団
体
お
よ
び
組
合

事
業
内
容　

 

・ 

市
外
の
展
示
会
、見
本
市
な

ど
に
参
加
お
よ
び
出
展
す
る

事
業

 

・ 

市
外
へ
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ

プ
の
設
置
や
運
営
事
業
な
ど

□申・□問　
農
林
課

　
（
内
線
３
５
５
３
）

　

１
１
９
番
は
、緊
急
通
報

用
の
電
話
番
号
で
す
。火
災

や
救
助
の
問
い
合
わ
せ
は
、

消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
☎

０
１
８
０－

９
９
２－

９
１
１
）

を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

□問　
石
巻
広
域
消
防
本
部

　
☎
９
５－

７
１
１
１

　
本
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期

限
は
５
月
31
日（
木
）で
す
。

　

未
納
の
方
は
、早
急
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。納
税
に
つ
い

て
の
ご
相
談
は
、早
め
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

□問　
県
東
部
県
税
事
務
所

　
☎
９
５－

１
５
２
０

　
市
市
民
税
課

　
（
内
線
３
１
０
１
）

　
加
算
支
援
金
の
申
請
を
一
度

も
し
て
い
な
い
世
帯
の
方
は
、早

め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
期
限

　
平
成
31
年
４
月
10
日

支
給
対
象

り
災
証
明
書
が
大
規
模
半
壊

以
上
で
住
宅
再
建（
建
設・購

入
、補
修
、賃
借
）の
契
約
が

済
ん
で
い
る
世
帯

※
賃
借
に
関
し
て
は
公
営
住
宅

を
除
く
。

※
申
請
、受
給
済
み
の
世
帯
の

方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

□申・□問　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
５
５
）

　

平
成
30
年
工
業
統
計
調
査

を
、従
業
者
４
人
以
上
の
全
て

の
製
造
事
業
所
を
対
象
に
６
月

１
日
を
調
査
期
日
と
し
て
実
施

し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
わ
が
国
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、統
計
法
に
基

づ
く
報
告
義
務
が
あ
る
重
要
な

統
計
で
す
。

　
調
査
の
対
象
と
な
る
事
業
所

に
は
、知
事
が
任
命
し
た
調
査

員
が
５
月
中
旬
か
ら
順
次
訪
問

し
て
い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

□問　
総
務
課

（
内
線
４
０
３
５
）

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　
地
価
公
示
と
は
一
般
の
土
地

売
買
の
際
の
目
安
と
な
る
価
格

を
示
す
も
の
で
、毎
年
１
月
１

日
時
点
の
標
準
地
の
価
格
が
国

土
交
通
省
か
ら
公
示
さ
れ
ま

す
。

　

地
価
公
示
、地
価
調
査
の
関

係
書
類
は
、道
路
第
１
課
、各
総

合
支
所
、各
支
所
お
よ
び
図
書

館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

□問　
道
路
第
２
課

　
（
内
線
５
６
４
７
）

　

仙
台
法
務
局
で
は
、駅
前
北

通
り
二
丁
目
か
ら
四
丁
目
、開

北
三
丁
目
お
よ
び
四
丁
目
、清

水
町
二
丁
目
、新
橋
、貞
山
五
丁

目
な
ら
び
に
南
中
里
一
丁
目
か

ら
四
丁
目
の
各
地
区
付
近
に
お

い
て
、地
図
の
作
成
作
業
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
の
地
図
は
、国
家
基
準
点

に
基
づ
い
た
測
量
に
よ
り
作
成

す
る
も
の
で
、土
地
の
位
置
や

形
状
を
正
確
に
特
定
で
き
、土

地
の
取
引
の
安
全
に
役
立
つ
と

と
も
に
、境
界
に
関
す
る
争
い

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
。６
月
上
旬
か
ら
各
種
作
業

を
開
始
す
る
予
定
で
す
の
で
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

作
業
期
間　
６
月
～
平
成
32
年

３
月

□問　
仙
台
法
務
局
民
事
行
政
部

復
興
事
業
推
進
班

☎
０
２
２－

２
２
５－

５
６
６
２

　
道
路
、公
園
、河
川
敷
な
ど
に

「
空
き
缶
」「
空
き
瓶
」な
ど
、ご

み
の
散
乱
が
目
立
ち
ま
す
。

　

美
し
い
環
境
を
つ
く
り
、清

潔
で
健
康
な
生
活
を
送
る
た
め

に
、私
た
ち
一
人
一
人
が
周
囲

の
環
境
を
、自
分
で
で
き
る
範

囲
で
保
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

□問　
環
境
課

　
（
内
線
３
３
６
３
）

　

自
分
や
家
族
の
健
康
の
た

め
、禁
煙
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、大
勢
の
方
が
利
用
す

る
施
設
で
の
、受
動
喫
煙
防
止

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問　
健
康
推
進
課

　
（
内
線
２
６
１
２
）

本
年
度
の
市・県
民
税

納
税
通
知
書
を
発
送

婚
活
事
業
な
ど
に

補
助
金
を
支
給
し
ま
す

写
真
展

「
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
in
石
巻
」

消
防
署
員
を
名
乗
る

不
審
電
話
に
注
意
し
て
！

農
業
者
年
金
の
現
況
届

忘
れ
ず
に
提
出
を
！

農
畜
産
物
の
販
路
開
拓

支
援
し
ま
す

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

５
月
31
日（
木
）～

６
月
６
日（
水
）は

「
禁
煙
週
間
」で
す
！

消
防
情
報

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

新
規
就
農
者
を

支
援
し
ま
す

自
動
車
税
の
納
め
忘
れ

あ
り
ま
せ
ん
か
？

公
共
下
水
道
な
ど
の

受
益
者
負
担
金
制
度

市
指
定
文
化
財

旧
観
慶
丸
商
店
の
特
別
公
開

「
本
人
確
認
」を

行
っ
て
い
ま
す

産
業
創
造
助
成
金
を
交
付

地
価
公
示
っ
て
な
に
？

６
月
は
環
境
月
間
で
す
！

新
し
い
地
図
を
作
り
ま
す
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万石浦小学校２年 菊

きく

地
ち

　咲
さ

笑
え

知っておこう　避難ビル
　耳をすまそう　避難情報
　　手と手を取ろう　避難所まで

空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� (敷地) 0.06～0.09 4/6～4/20

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.08 4/6～4/20

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.05～0.08 4/9～4/26

牡鹿地区集落 0.04～0.12 4/6～4/16

応
職員
縁
全国からの全国からの

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数　　※平成30年４月末現在

直接死 3,279人　関連死 275人　行方不明者 422人
※直接死とは　津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方
※関連死とは　直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、災害弔慰金支給審査会等で認定された方

６
月
11
日（
月
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
等
が
必
要
と
な
る
空
間

放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23
マ

イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
市
内
に
お
い
て

放
射
線
量
の
測
定
を
行
っ
た
結

果
、
測
定
地
点
の
全
て
で
、
健

康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
数

値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象

　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・東
松

島
市
内
）に
お
い
て
、震
災
に

よ
り
住
居
な
ど
が
被
災
し
た

方
で
、移
転
再
建
の
際
に
、新

た
な
給
水
装
置
の
設
置
と
同

時
に
被
災
し
た
場
所
の
給
水

装
置
の
廃
止
手
続
き
を
す
る

方
※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、既
に
加
入
手
続
き
済
み

の
物
件
を
購
入
の
場
合
は
、

免
除
の
対
象
外
で
す
。

免
除
期
限

　
平
成
33
年
３
月
31
日

□問�　
石
巻
地
方
広
域
水
道
企
業

団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

　

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
か
ら

引
っ
越
し
を
す
る
と
き
は
、仮

設
住
宅
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

９
２－

５
９
０
１
）に
連
絡
し
、

退
去
立
ち
会
い（
物
品
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
）を
受
け
、返
還
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
宅
再
建
済
み
の
方
や
復
興

公
営
住
宅
そ
の
他
の
賃
貸
住
宅

な
ど
へ
転
居
し
た
方
が
、仮
設

住
宅
返
還
届
を
提
出
せ
ず
に
不

正
に
利
用
し
続
け
る
こ
と
は
入

居
契
約
違
反
と
な
り
、仮
設
住

宅
返
還
請
求
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、雄
勝
、北
上
、牡
鹿
地

区
の
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
に
つ

い
て
は
、各
総
合
支
所
保
健
福

祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
６
）

　
震
災
に
よ
り
直
接
被
害
を
受

け
た
中
小
企
業
者
を
支
援
す
る

た
め
、被
災
し
た
施
設（
１
事
業

者
に
つ
き
１
施
設
）な
ど
の
復

旧
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。今
年
度
は
計
３
回

実
施
す
る
予
定
で
今
回
が
第
１

回
目
で
す
。

対
象

 

・ 

震
災
時
市
内
で
補
助
対
象
業

種
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
方

（
個
人
事
業
者
の
方
は
、震
災

時
に
市
内
に
居
住
し
て
い
た

方
の
み
）で
、市
内
で
事
業
を

再
開
ま
た
は
継
続
す
る
方

 

・ 

施
設
が
大
規
模
半
壊
以
上
の

被
害
を
受
け
た
方

 

・ 

市
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険

税
に
未
納
が
な
い
方

 

・ 

施
設
な
ど
の
復
旧
に
係
る

国・
県
な
ど
の
補
助
金
を
受

け
て
い
な
い
方

 

・ 

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に

復
旧
を
完
了
し
、実
績
報
告

を
提
出
で
き
る
方（
す
で
に
復

旧
を
終
え
て
い
る
場
合
も
可
）

※
す
で
に
同
制
度
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
は
、対
象
外
で
す
。

補
助
金
額

施
設
な
ど
の
復
旧
に
要
し
た

経
費（
税
抜
で
２
０
万
円
以

上
）の
２
分
の
１
以
内（
限
度

額
１
０
０
万
円
）

受
付
期
間　

　
６
月
４
日（
月
）～
15
日（
金
）

※
補
助
金
交
付
額
が
上
限
に
達

し
た
場
合
は
受
け
付
け
を
終

了
し
ま
す
。

□申�・□問�　
商
工
課

　
（
内
線
３
５
２
６
）

震
災
移
転
再
建
時
の

水
道
加
入
金
免
除

中
小
企
業
復
旧
支
援
事
業

補
助
金
の
申
請
受
付
開
始

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅

退
去
時
は
返
還
手
続
き
を

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

測
定
器
の
貸
し
出
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

４
月
の
測
定
結
果

復興特区による税制優遇制度

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称（認定日） 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
（平成24年3月23日）

中央、中瀬、立町、千石町、鋳
銭場、穀町、日和が丘一丁目
の一部、住吉町一丁目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲食
業、ICT関連産業、新エネ
ルギー関連産業など

愛ランド特区
（平成24年7月27日）
※平成24年9月28日変更

田代、渡波、荻浜、雄勝、北上、
牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新エ
ネルギー関連産業など

ものづくり特区
（平成24年2月9日）
※平成26年2月28日、
　平成27年4月27日変更

用途地域における「工業専用
地域」、「工業地域」、「準工業
地域」のうち既存居住地域を
除く地域などの一部

自動車や高度電子機械、食
料品などの製造関連産業

IT特区
（平成24年6月12日）

中央、門脇町、羽黒町、山下・
大街道、湊、中里、開成、蛇田
の各地区の一部

情報サービス関連産業

農業特区
（平成24年9月28日）

渡波、稲井、蛇田、河北、河南、
北上、牡鹿の各地区の一部

農業に関連する食料品製造
業、宿泊業、飲食業など

税
制
特
例
の
内
容

①新規立地法人優遇税制
新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰り延べ
②新規取得設備の特別償却または税額控除
新規取得などした建物・機械などについて、特別償却または税額控除
③被災雇用者給与の特別控除
被災雇用者などに対する給与等支給額の10％を、税額の20％を限度に5年間税額控
除
④研究開発設備の特別償却と税額控除
開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤地方税の特例
　①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税などの減免を最大５年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか一つの選択適用となります。
　④は併用することができます。

　復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税減免などの特
例を受けることができます。
※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認定が

必要です。特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指定後に
確定した分の地方税のみ免除を受けられます。

□申� ・□問�　商工課（内線 3524）

半島沿岸部防災集団移転促進事業における
空き区画の登録を受け付けます

地域 団　　　　　地
石巻 祝田・佐須・荻浜・鹿立浜・福貴浦土手
牡鹿 小網倉浜・大原浜・給分浜・小渕浜南・鮎川清崎・泊浜・大谷川浜・鮫浦第二・寄磯浜
雄勝 名振東・名振西・船越・大須・小島・明神・雄勝中央・原・水浜北・水浜南・分浜
河北 二子団地
北上 相川北・相川中・小泊・大室・小室・白浜長塩谷・にっこり

　半島沿岸部防災集団移転促進事業で整備した団地で、空きの発生している区
画の登録を受け付けます。なお、契約については登録内容により、一定の期間が
かかります。
対象　
①市内の復興事業（国 ・ 県 ・ 市の事業）に用地の協力をして移転を余儀なくされ
た方
②災害危険区域外で被災（津波・地震）し自立再建をしていない方
③半島沿岸部に居住を考えている方
※①～③は優先順位です。また、災害危険区域内の方が新たに登録した場合はそ
の方が優先となります。
登録団地

受付期間　6月11日（月）～26日（火）
□申� ・□問�　集団移転推進課（内線 5486）・各総合支所地域振興課

YUGAKUKAN  Summer Concert 2018
①東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏
②川西音楽家協会メンバーによる交流コンサート
と　　き　①７月７日（土）　午後２時開演
　　　　　②７月22日（日）　午後２時開演
と  こ  ろ　遊楽館コモレビフォーラム
　　　□問�　遊楽館　☎72-3561

雄
勝
地
区
復
興
に
全
力

　

４
月
か
ら
雄
勝
中
心
部
地

区
の
拠
点
エ
リ
ア
整
備
事
業

の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
施

設
の
設
計
、
工
事
監
理
、
関

係
機
関
と
の
調
整
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

雄
勝
地
区
の
復
興
は
、
こ

れ
か
ら
が
目
に
見
え
て
進
む

大
切
な
時
期
で
、
住
民
も
心

待
ち
に
し
て
い
ま
す
。
地
域

に
寄
り
添
う
気
持
ち
を
大
切

に
、
上
越
市
か
ら
今
ま
で
派

遣
さ
れ
た
先
輩
た
ち
の
バ
ト

ン
を
き
ち
ん
と
受
け
継
い
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

石
巻
市
は
初
め
て
来
ま
し

た
が
、
半
島
部
か
ら
眺
め
る

自
然
景
観
は
素
晴
ら
し
く
、

魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

魚
介
類
も
新
鮮
で
お
い
し

い
。
生
ま
れ
て
初
め
て
ホ
ヤ

を
食
べ
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に

大
好
物
に
な
り
ま
し
た
。

　

雄
勝
地
区
に
多
く
の
人
が

訪
れ
、
皆
さ
ん
が
笑
顔
に
な

れ
る
場
所
に
な
る
こ
と
を
願

い
な
が
ら
、
日
々
仕
事
に
励

ん
で
い
き
ま
す
。 半島拠点整備推進課

加
か

藤
とう

　 守
まもる

 さん 43歳
新潟県上越市から派遣


